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１ はじめに  

 

寒川町教育委員会では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の趣旨に

則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たし、よ

りよい教育を目指すため、令和２年度事業について点検と自己評価を行い、その結

果に対して教育に関し学識経験を有する方からご意見を頂戴し、「教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書」（以下「報告書」という。）

にまとめました。 

                                    

   

 

参考：地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。      

2  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識 

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。  

 

 

 

 

２ 点検・評価の対象事業 

 

点検・評価の対象範囲は、学校教育、社会教育及びスポーツに関することなど、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条で「教育委員会の職務権限」と

して規定されている事務ですが、町の行政組織の見直しにより、平成 25年度から

教育委員会で所管している事務は、主に学校教育、社会教育に関するものとなって

います。 

対象事業については、寒川町教育振興基本計画（改定版）の後期実施計画（平成

30年度～令和 2年度）の各事業のうち、令和２年度重点施策に位置付けた事業で

教育委員会が実施した事業としました。 
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３ 点検・評価の実施方法 

 

(1)  教育委員会が実施している事業について、教育委員会自らがその取り組み状

況と成果について点検と評価をし、それに対する課題や今後の方向性などをま

とめました。 

 

評価基準 

 

Ａ…よくできた。計画・目標を上回る成果が得られた。（達成度 80％以上） 

 Ｂ…ほぼ計画・目標どおり実施できた。（達成度 60％以上～80％未満） 

 Ｃ…計画どおり実施できなかった。（達成度 60％未満） 

 －…計画に目標値等の設定がないもの。 

 

 

※ 取組について「成果指標」（定量評価）のみではなく、「取組状況（成果）」

（定性評価）も併せ全体として評価する。 

 

(2)  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条第 2項に規定されている

ように、教育に関し学識経験を有する方々（外部評価者）から点検・評価の対

象事業について様々なご意見をいただきました。これらは次年度の事業実施に

生かしてまいります。 

 

外部評価者 

氏    名 所   属   等 

青  木  真 美 会 寒 川 町 社 会 教 育 委 員 

田  村  丈  晴 神 奈 川 県 立 寒 川 高 等 学 校 校 長 

古  山  真  一 寒 川 町 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 会 長 

（50音順、敬称略） 
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４ 新型コロナウイルス感染症への町教育委員会の対応について 

 

教育委員会では文部科学省の通知等に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応に

ついて、次のとおり町立小・中学校及び社会教育施設において対応を図ってきたところです

が、今後も継続して、関係機関と緊密に連携を図りながら、情勢に応じた対応を図ってまいり

ます。 

 

(１)  町立小・中学校への対応について 

教育委員会としましては、令和２年４月に発令された緊急事態宣言に伴う臨時休業

後の学校再開に当たり、「学校再開に向けたガイドライン」を作成し、学校運営にお

ける感染症対策の強化を図りました。併せて、保護者・児童生徒向けに家庭版のガイ

ドラインを作成し、配付したところです。 

その結果、令和２年３月から５月末まで臨時休業を余儀なくされるなか、学びの保

障に向けた課題教材の配付やオンデマンド方式によるオンライン学習の実施をはじ

め、修学旅行等の旅行的行事の延期・中止、体育祭・運動会における時間短縮・プロ

グラム精選、部活動の制限など、様々な感染対策上の措置を講じつつ、可能な限り学

びを継続してきました。 

一方、児童生徒等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等に適切な対応がで

きるよう、町独自に「学校における当面の対応一覧」「学校対応フロー及びチェック

リスト」「学校における当面の対応に係るＱ＆Ａ」を作成してきました。今後も各学

校と緊密な連絡・連携を図りながら教育活動を展開していきます。 

 新型コロナウイルス感染症については、社会全体が長期間にわたり、この新たなウ

イルスに対応していかなければならないという認識に立つことが重要です。その上で、

子どもたちの学びを保障することとの両立を図るため、学校における感染及びその拡

大のリスクを可能な限り低減しつつ、段階的に実施可能な教育活動を進めているとこ

ろです。その際には、児童生徒の健康・安全を第一に考え、判断し、実施していくこ

とが重要であり、適宜、段階的な教育活動の評価をしながら取組を進めています。 

 

(２)  学校給食への対応 

・ 緊急事態宣言の影響を受けている家庭への支援策として、学校再開後の６～８月

分の給食費の無償化を実施。 

・ 緊急事態宣言による一斉休校決定時に、早急に学校給食物資納入業者へ連絡し、

保護者負担、納入業者負担、食材ロスの３点を軽減できるような調整を実施。 

・ 国からの事業協力に応じ、レストラン等への納品数量減少により余剰となった農

水産物について、学校給食において県内産ブランド牛や魚の食材使用。 

・ 国のコロナ対策費補助金を活用し、給食調理場で使用する感染予防に必要な消毒

液や洗剤等の支給。 
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(３) 教育施設への対応 

・ 学校体育施設等開放事業について、児童生徒の安全を優先して使用の制限等を実

施。対象期間は次のとおり。 

令和２年２月２９日～１０月１１日、令和３年１月１２日～３月２１日 中止 

・ 寒川東中学校において、感染拡大防止対策として手洗い場を増設。 

  （増設）３口×４箇所（各階１箇所）＝１２箇所 計２４箇所とした。 

 

(４)  社会教育施設への対応について 

 社会教育施設は多数の方が集まる施設であり、施設や資料の貸出、講座・イベント

等の実施について、感染リスクがあることを勘案し、感染拡大の状況や国の方針を踏

まえ、事業の中止のほか、施設の臨時休館や開設時間変更を随時行ってきました。 

 臨時休館や施設の再開に関して、利用者から賛同や反対など様々な意見が電話や窓

口に寄せられました。休館により、公民館で行っていたサークル活動が数カ月にわた

り中止したり、在宅で過ごす子ども達が必要とする図書の貸出も中止したりと、地域

における学びの支援が途絶えたことは、あらためて社会教育施設の意義を考える機会

となりました。 

社会教育施設は地域の学習拠点であり、人々のつながりを育む場であることを鑑み、

施設の利用再開にあたっては、公民館、図書館の指定管理者と検討を重ねました。そ

の結果、感染防止対策を講じることを前提に、感染リスクがあるから実施しないので

はなく、感染リスクをコントロールしながら、どうすれば実施できるのかという考え

方に転換し、「新しい生活様式」の定着と、業種ごとに策定されたガイドラインに基

づき、活動を再開しました。 

今後も、近隣自治体等の状況も適宜把握しながら、状況の変化に適切に対応してま

いります。 

 

【公民館・図書館 利用者満足度調査（回答各施設 約４００名）】 

公民館の新型コロナウイルス対応への満足度は「十分だと思う」「まあ十分だと思

う」が 97％、総合満足度が 96.4％、図書館は総合評価で 96％がサービスの維持、

向上されていると回答。 

 また、自由記述欄にはコロナ禍において不安を抱える日々の中、久しぶりに講座に

参加できたことへの感謝の声が寄せられました。 
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令和２年度重点施策一覧

ページ

1

1 一人ひとりを大切にしたきめ細かい指導の充実 10

2 各教科等における読む力・書く力の伸長 11

3 評価のポイントを意識した学習指導の充実 12

4 新学習指導要領実施における小学校英語の指導の充実 13

5 ICT機器等の整備による新学習指導要領に対応した分かりやすい授業の推進 14

6 「主体的・対話的で深い学び」につながる授業実践の充実 15

2

1 自ら考え判断し行動できる力を育む道徳教育の充実 16

2 「特別の教科 道徳」の特質を踏まえた指導の充実 17

3 自他を尊重する態度の育成といじめの無い学級、学校づくりの推進 18

3

1 「自分の命は自分で守る」をベースにした防災意識を高める指導の充実 19

2 様々な状況を想定した避難訓練の充実 20

4

1 学校生活に不安や課題を抱える児童・生徒への相談指導体制の充実 21

2 児童相談所等の他機関との連携を強化した教育相談の展開 22

3 各学校におけるインクルーシブ教育の推進 23

5

1 学校施設の維持保全と整備 24

2 安心・安全な学校給食を継続するための環境整備 25

3
給食センター建設に向けての整備運用検討部会の開催等及び基本設計・実施
設計の実施

26

　学校教育

基礎学力の定着を図ると共に、主体的・対話的で深い学びの実現を図ります。

特別の教科 道徳の時間を要とした教科等の指導を通して、児童・生徒指導の充実を図り
ます。

防災意識を高める教育活動を展開します。

支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備します。

安心・安全な学校生活とよりよい学習環境づくりのために学校教育施設の整備の充実を
図ります。
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ページ

1

1 子育て家庭を支援するため、子育て、家庭教育についての事業 27

2 社会の変化に対応するため、現代的、地域的課題についての学習機会の充実 28

2

1 サークル活性化の支援や学習ニーズに対応した講座の開催 29

2 公民館生涯学習推進員による事業の実施 30

3

1 子育てや家庭教育、児童やヤングアダルト向け図書の充実と利用環境の整備 31

2
読書の幅を広げ、新たなる発見につなげるための様々な資料展示や企画事業
の実施

32

4

1 企業、団体、学校等と連携した企画展示やイベント等の開催 33

5

1 町指定重要文化財である大(応)神塚の調査研究の実施 34

2 文化財説明板修繕の実施 35

6

1 町民センター屋上屋根修繕、総合図書館消防設備修繕などの実施 36

乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学習環境を整えるため、社会
教育施設の整備等に努めます。

　社会教育

現代的・社会的課題についての学習機会を設けます。

公民館を拠点とした地域づくり、仲間づくりにつながる学習機会の充実を図ります。

多様化する学習要求や社会的変化に対応するため図書館の資料の整備、充実を図りま
す。

社会教育の拠点として町民の役に立ち、町民に育てられる図書館であるため、地域・企
業・学校等との連携を深めます。

郷土の歴史に対する関心を高め文化財に対する保護意識の向上を図ります。
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担当課

１－１   一人ひとりを大切にしたきめ細かい指導の充実

取組状況
（成果）

令和２年度は、町費の少人数学級補充教員については、該当校である1小学校に配置
はできなかったが、学校内の調整で小学校3年生までは町内全小学校で35人以下の学
級編成とすることができた。また、 少人数学習補充教員については、小学校4校と中学校2
校に配置することができた。

少人数での授業については、児童・生徒に対する丁寧な見取りに加えて、対話的な指導
による信頼関係の構築にもつながり、落ち着いた学習環境による理解の定着が期待でき
る。

学校教育課

事業名    少人数学級実施事業、少人数学習推進事業

事業概要

国・県の制度で実施している小学校1、2年生の35人以下学級編成に加え、町単独事業
として小学校3年生でも35人以下の学級編成を行うとともに、学級の人数を半分に分けて
少人数授業実施のための補充教員を各学校に1名ずつ配置し、個に応じたきめ細かい指
導を展開する。

取組内容
（計画）

小学校1年生から3年生における1学級あたりの児童数（標準法による学級編成は40
人）が35人以下となるように、町費による少人数学級補充教員を必要な小学校に配置す
るとともに、各小・中学校に少人数学習補充教員を1名ずつ配置して、少人数による授業を
実施し、きめ細かい指導により授業の理解を深め、学力の向上を図る。

成果指標

課      題

国による少人数学級編成について小学校において、対象学年が順次拡大されることと
なった。中学校においては、引き続き要望していくとともに、人数確保のために、勤務時間や
資格に関する柔軟な雇用形態とするといった条件整備を図り、教員を配置することで、児
童・生徒の授業における理解を深められるよう尽力していく。

今後の方向
性・改善策

   基礎力定着度確認問題(※)

   の平均正答率
　（※毎年度、町で実施しているもの）

評　価実績値目標値

70% 68% B

学級における配慮が必要な児童・生徒の増加による補充教員のニーズがある一方、勤
務条件に対する要望が多様であり、人材の確保が厳しい状況が続いている。

重点施策 １

基礎学力の定着を図ると共に、主体的・対話的で深い

学びの実現を図ります。

学 校 教 育
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担当課 学校教育課

事業概要
   国語科のみならず各教科等において児童・生徒の「書く力」の状況を見取り、「書く力」を
伸ばすことを意識した指導を展開する。

取組内容
（計画）

単に書くといった技術的な側面だけでなく、「思考・判断・表現」といった、考えて表現する
という活動を授業で取り入れることなどが必要である。 こうした思考力・判断力・表現力等
は、習得した知識・技能を活用して課題を発見・解決するために必要な資質・能力であり、
それが学習場面において具体化されることによって、「学習」が成り立ち、その過程で書く力
をはじめとした「学力」が身に付くものと捉え、「書く力」を身に付けるための指導に対する
学年や教科による取組について、学校訪問、校内研究などの機会を捉えて指導助言を行っ
ていく。

１－２   各教科等における読む力・書く力の伸長

事業名     「生きる力」の育成事業

今後の方向
性・改善策

「書く」ことは、新学習指導要領において育むべき資質・能力の一つである「思考力・判
断力・表現力」と密接に関連している。「書く」という表現のためには、課題について思考を
巡らせ、考えを整理し、判断し、取捨選択した上で、自分の考えをしっかりと持つことが大事
である。そのため、各教員が単元計画や年間指導計画を作成する中で、意図的・計画的に
「書く」活動を取り入れることができるよう、引き続き学校訪問や校内研究などの機会を捉
えて指導助言を行っていくことが必要である。

取組状況
（成果）

各校の校内研究における研究授業を通じて、「書く力」を伸ばそうと実践・研究を行うとと
もに、国語科を中心とした各教科等において、教員が日常的に児童・生徒の「書く力」の育
成に重点を置いた指導を展開した。また、学校訪問等による指導助言を通じて、「体験から
感じ取ったことを表現する」「事実を正確に理解し伝達する」「概念・法則・意図などを解釈
し、説明したり活用したりする」「情報を分析・評価し、論述する」「課題について構想を立て
実践し、評価・改善する」「互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる」
といった学習活動を充実させ、身に付けた知識を表現する活動を授業の中で適宜場を設
定すること（振り返りを書く活動を学習に取り入れるなど）といった授業改善を図った。

課      題
児童・生徒が書く活動の時間の確保と必要性について各教員が理解するとともに、授業

においては、書くことに対して必要感を持って児童・生徒が取り組むことができるような学習
展開を行うことが必要である。

成果指標
   基礎力定着度確認問題(※)

   の平均正答率
　（※毎年度、町で実施しているもの）

目標値 実績値 評　価

70% 68% B
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担当課

課      題

今年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止により、例年どおりの形式の授業
公開・授業研究会を開催することが厳しい状況であった。そのため、各校において講師によ
る講演会を主とする校内研究会が多く開かれた。授業改善の実現を図るためには、授業を
軸とした講師との関わりが重要であるが、多くの学校で授業公開による指導・助言を受け
ることができなかった。

今後の方向
性・改善策

学習指導要領で求められている資質・能力を育むためには、「主体的・対話的で深い学
び」が実現できるよう授業改善を図っていくことが求められる。外部から見識のある講師を
お呼びすることによって、最新の教育動向を知ることや各校が掲げている研究テーマに迫
る方法、さらには、効果的に授業改善を図ること等、教職員が学びを深める場となっている。
このような機会を持つことによって、各校の校内研究会をより一層深めていくことができると
考える。今後も継続して、外部講師を招聘し校内研究の推進を図っていく。

小・中学校の校内研究に係る授業研究会、講演会等を公開し、交流し教職員の授業力
の向上を図る。

取組内容
（計画）

小・中学校ともに、新しく施行された学習指導要領を意識し、各学校において校内研究
会を実施（外部講師を招聘しての講演会、研究会を含む）するとともに、その見取りの方法
についても明確にすることによって授業改善を図っていく。

取組状況
（成果）

学習指導要領で求められている学びが実現できるよう、各学校において外部から講師
を招聘し、校内研究を主体とする授業改善に取り組んだ。授業研究や協議会での、大学教
授等の外部講師による的確な指導・助言により、「主体的・対話的で深い学び」を意識した
授業改善が図られ、校内研究の充実を図ることができた。このような日々の授業改善を通
して、児童・生徒においても新しい学習指導要領で求められている学びが浸透しつつある。

成果指標
外部講師を招いた校内研究

会によって授業改善が図られた
学校数

目標値 実績値 評　価

８校 ８校 B

事業名 さむかわ学びっ子育成推進事業

　学校教育課

１－３   評価のポイントを意識した学習指導の充実

事業概要
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担当課

今後の方向
性・改善策

令和３年度から、外国人指導者(FLT)を増員し、各小・中学校に常駐配置できるようにす
る。これにより、小学校における外国語に関する授業時数の増加に対応するとともに、他教
科の授業や行事、部活動等、外国語の授業外においても、外国語はもちろん、外国の文化
等に触れる機会を創出する。また、FLTと町教育委員会指導主事による定例会を開催し、
情報共有や指導力の向上を図る。さらに、今後も寒川町で培ってきたFLTと日本人教員の
連携による外国語教育の推進という強みを活かして、外国語教育の充実を図る。

※FLT: Foreign Language Teacher

成果指標
AETとの授業で外国語を楽し

く学んでいる児童・生徒の割合
　（児童・生徒アンケートより）

目標値 実績値 評　価

小学校95％
中学校85％

小学校92％
中学校86％ A

令和２年度は、AETは４人体制で、１人２校ずつ配置され、重点的に取り組んだ。また、英
語教育推進リーダー研究会においてAETと小・中学校教員が連携して協議し、児童・生徒
が意欲的に英語を使ってコミュニケーションを図る授業づくりについて研究を行った。児童・
生徒はAETと学び、外国語を運用する必然性が生まれることにより、児童・生徒の意欲向
上につながり、外国語教育を充実させることができた。

　学校教育課

１－４

事業概要

   英語指導助手（AET）を活用した中学校の英語教育及び小学校外国語活動の充実を
図る。
　
　※AET:Assistant English Teacher

取組内容
（計画）

   中学校だけではなく、小学校にもAETを派遣することにより、授業を充実させ、児童・生徒
の英語によるコミュニケーション能力の素地を養う。

取組状況
（成果）

事業名    英語指導助手活用事業

  新学習指導要領実施における小学校英語の指導の充実

課      題

令和2年度から、新学習指導要領が全面実施され、小学校3、4年生では外国語活動が
35時間、小学校５、６年生では外国語科が７０時間となった。こうした小学校における外国
語に関する授業時数の増加に対応すべく、英語指導助手による授業の質と量を確保する
必要がある。
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担当課

課      題

今年度については、新型コロナウイルス感染拡大により、全国学力・学習状況調査を実
施することができなかったため、児童・生徒における基本的生活習慣・学習習慣の定着に
おける実績値の把握ができなかった。前回の調査では、小学校より中学校において、計画
的に学習する生徒の割合が低い傾向が見られた。

今後の方向
性・改善策

今後も、eライブラリを効果的に活用し、基本的生活習慣や学習習慣の定着を図ることが
できるように、家庭学習の手引きや家庭版学校教育だより等において、家庭への周知を徹
底していきたい。また、ＧＩＧＡスクール構想により、児童・生徒1人１台のタブレットが整備さ
れた。今後、これらのタブレットについても効果的に活用をしていき、児童・生徒の学力向上
をより一層図っていきたい。

成果指標
基本的な生活習慣・学習習慣

の定着率
　（全国学力・学習状況調査より）

目標値 実績値 評　価

70% ＿ ―

「生きる力」の育成事業

　学校教育課

事業概要 　　家庭と連携を図り、基本的な生活習慣・学習習慣の定着を通して、学力向上を図る。

取組内容
（計画）

　　eライブラリの活用による家庭学習の推進

「家庭学習の手引き」を作成し、全児童・生徒の家庭にお知らせをし、家庭におけるeライ
ブラリを活用した学習方法を示すことで、家庭学習での学習習慣の定着を図り、児童・生
徒の学力向上を図る。

取組状況
（成果）

家庭での学習において取り組むべき内容とeライブラリを活用した学習方法についてま
とめた家庭学習の手引きを編集し、町ホームページに公開した。また、家庭版学校教育だよ
りによる家庭へのeライブラリ活用の周知を図った。新型コロナウイルスによる臨時休業期
間においては、eライブラリを活用するよう周知を図ったこともあり、この期間、家庭において
eライブラリの活用が顕著に見られた。

事業名

１－５
　  ICT機器等の整備による新学習指導要領に対応した分かりやすい
授業の推進
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担当課

課      題
今年度は、新型コロナウイルスにより、各校において公開授業を行うことができず、講演

会を主とする校内研究会が多く開かれた。教職員の授業力向上を図るためには、研究授
業や研究協議を主として指導・助言を受けることが必要である。

今後の方向
性・改善策

本事業を核として、各校の校内研究会において、研究の深まりが見られている。今後も引
き続き、学習指導要領で求められている資質・能力を育むことができるよう、「主体的・対話
的で深い学び」の実現に向けて授業改善を図っていくことが必要である。そのためには、外
部から大学教授レベルの講師を招聘し、指導・助言を受け、より一層校内研究を充実させ
ていく必要性がある。

成果指標
外部講師を招いた校内研究

会によって授業改善が図られた
学校数

目標値 実績値 評　価

8校 8校 B

　学校教育課

１－６   「主体的・対話的で深い学び」につながる授業実践の充実

事業名 さむかわ学びっ子育成推進事業

事業概要
各小・中学校の校内研究に係る授業研究会、講演会等を公開、交流する中で、教職員

の授業力の向上を図る。

取組内容
（計画）

各小・中学校において、学習指導要領を踏まえた校内研究を推進し、外部講師を招聘し
ての講演会や授業研究会・協議会を通して、最新の教育実践に係る情報に基づく研究や
外部講師や指導主事による指導・助言により、各教職員に対して実践的な授業改善を行
う。このような取組を通して、教職員の授業力向上を図っていく。

取組状況
（成果）

各校の校内研究において、学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学
び」の授業改善に取り組むとともに、各校の掲げた研究テーマに基づいて、授業公開、研究
協議会を行った。外部から専門的知識を備えた講師を招聘することや指導主事の指導・助
言の機会を設けることによって、教職員の授業力向上を図ることができ、校内研究について
もより一層深めることができた。
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担当課

課      題

コロナ禍において、より命を大切に考えることはできているが、活動等が制限されている
中で、自分のよさを活かすことができなかったり、距離をとったコミュニケーション等から他
者との関係を築くことが難しかったりといった課題があるので、自尊感情を高める場の工夫
が必要である。

今後の方向
性・改善策

活動等が制限される中でも主体的に取り組むことができる特別活動や委員会活動、部
活動、各教科の授業を通して、児童・生徒が主体的に取り組む場面を取り入れ、自他を認
め合い、共に協力し合うことができるような取組の推進をさらに図っていく。

取組状況
（成果）

今年度も新型コロナウイルスの影響で、児童・生徒の命を最優先し、学校行事や体験活
動等を縮小して行った。感染予防をしつつ、最大限にできる活動の中で、どのようにすれば
自尊感情を高めることができるのかを学校と共に模索し取り組んだ。また、新型コロナウイ
ルスの感染者等に関する差別・偏見についても触れ、人権教育の指導を行った。各教科に
おいては、自分の意見や他者の意見を大切にし、一人ひとりを大切にできるような学級風
土の推進のための声掛けや指導を行った。

成果指標

命を大切にし、自分や仲間を
大切にしている児童・生徒の割
合
　（児童・生徒アンケートより）

目標値 実績値 評　価

100% 98% A

事業概要
　　各教科や特別活動、学校行事、体験活動、部活動等の教育活動全体を通して、生命を尊
重する心や自他を大切にする心を育む。

取組内容
（計画）

・各学校における道徳の授業を充実するために、指導主事による指導・助言及び研修会の
充実を図っていく。
・各教科や学校行事、体験活動等の中で自己肯定感を高めることができたり、目標を設定
し達成できたときの感動を味わうことができたりするような場の推進を図る。

学校教育課

２－１   自ら考え判断し行動できる力を育む道徳教育の充実

事業名   「生きる力」の育成事業

重点施策 ２

特別の教科 道徳の時間を要とした教科等の指導を

通して、児童・生徒指導の充実を図ります。
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担当課

課      題
道徳教育の柱である「特別の教科 道徳」を実践していく中で、「考え、議論する道徳」へ

の質的転換を図り、物事を多面的・多角的に考え、今後の生き方について深く考えられるよ
う発問の仕方や指導の内容についての理解が必要である。

今後の方向
性・改善策

今後についても道徳教育の実践の在り方として、他者との関わりの中で道徳的な価値の
理解から自己理解へつなげるような内面的資質と能力を育てられるような授業の展開につ
いて、多面的なアプローチの仕方の研究の推進を図っていく。

事業概要    新学習指導要領に基づいた、道徳教育の推進を図る。

取組内容
（計画）

教育活動全体で行う道徳教育と授業として行う「特別の教科 道徳」の捉え方の違いを
明確にし、「特別の教科 道徳」を柱として、「考え、議論する道徳」の推進を図り、多様な価
値観の中から、自分なりの道徳的価値を見出せるようにする。

取組状況
（成果）

新学習指導要領の「特別の教科 道徳」の小学校・中学校での全面実施にともない、教
科書を使った道徳教育への在り方について見識を深めた。指導については、「考え、議論す
る道徳」にするために主発問をどうすればよいのか等の教材研究を学年で行い、教職員の
中でもお互いの考えや道徳的価値を確認しながら研究を行うことができた。

成果指標

命を大切にし、自分や仲間を
大切にしている児童・生徒の割
合
　（児童・生徒アンケートより）

目標値 実績値 評　価

100% 98% A

学校教育課

２－２   「特別の教科 道徳」の特質を踏まえた指導の充実

事業名   「生きる力」の育成事業
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担当課

課      題

「学校においていじめの認知度が上がること」は、決して悪いことでなく、学校でしっかり
と現状を把握し、早期発見・解決へとつながる有効な手立てであるという認識を今後も学
校内外に周知し、保護者・学校・地域が協力していじめをなくす意識を共有することが必要
である。
新型コロナウイルス感染症拡大により、各小・中学校における芸術鑑賞は、一部の学校で

の実施に留まったため、感染状況を踏まえながら今後の確実な実施が求められる。

今後の方向
性・改善策

いじめに関する積極的な現状把握に対する認識を今後も学校内外に周知するとともに、
児童・生徒が互いの良さを認め合い、自己肯定感を高められるよう、授業や行事等を通じ
て、児童・生徒主体の活動及び、児童・生徒を認め、励ます指導を行っていく。

今後も豊かな心の育成に向けて、児童・生徒が本物の芸術に触れる機会として国・県の
事業等も紹介しながら、小・中学校の芸術鑑賞の充実に努めていく。

事業概要
「寒川町いじめ防止基本方針」を踏まえていじめの未然防止に組織的に努めるととも

に、豊かな心を育む道徳教育を推進することにより、いじめを克服していく学校づくりをめざ
す。また、芸術鑑賞事業により、児童・生徒の情操豊かな心を育む。

取組内容
（計画）

学校における組織的な対応と支援体制の確立、いじめの未然防止に努めるとともに、道
徳教育の推進を図り、命を大切にする心を育てる。
   また、本物に触れる機会を芸術鑑賞として設けることにより、豊かな心の育成を図る。

取組状況
（成果）

各校での 「いじめ防止基本方針」の見直しを継続し、引き続き組織的な対応をすること
で、いじめの未然防止に努めることができた。

併せて、児童・生徒指導の情報交換や支援会議等により、より丁寧な見取りと指導を行っ
ている。

これまでも命を大切にし、自分や仲間を大切にする生徒の割合は小・中学生共に高かっ
たが、さらに微増し、ほぼ100%に近づいている。このことは、各学校における日常を通した
道徳教育の実践や体験活動等の積極的児童・生徒指導の成果によるものと推察できる。

また、各小・中学校における芸術鑑賞は、一部の学校で取り組まれ、情操の育成に大いに
役立った。

成果指標

命を大切にし、自分や仲間を
大切にしている児童・生徒の割
合
　（児童・生徒アンケートより）

目標値 実績値 評　価

100% 98% A

学校教育課

２－３    自他を尊重する態度の育成といじめの無い学級、学校づくりの推進

事業名     「生きる力」の育成事業
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担当課

評　価

90% 97% A

学校教育課

３－１
    「自分の命は自分で守る」をベースにした防災意識を高める指導の
充実

事業名     「生きる力」の育成事業

事業概要
災害時に的確な対応ができるよう、教育活動全体を通して日ごろから児童・生徒・教職

員の防災意識の向上を図る。

取組内容
（計画）

自然災害等の危険に際して、自らの命を守り抜くため「主体的に行動する態度」を育成
するために、理科や保健体育科の授業をはじめとした、自然災害のメカニズムや防災知識
を学ぶとともに特別活動や総合的な学習の時間を活用した防災意識を育てるための授業
など、日常的な指導を行う。

取組状況
（成果）

町内の学校共通の防災計画に各校の状況を加えた学校ごとの防災計画を作成し、教育
活動全体を通して学級や学年、学校で年間を通じて防災教育を実践した。また、発達段階
に応じた教育として、中学校では避難所等において、自らが支援者としての視点を持った知
識等の学習も行った。

成果指標

地震などが発生したときの行
動の仕方が分かる児童・生徒の
割合
　（児童・生徒アンケートより）

目標値 実績値

課      題
　　学校の現状に合わせた防災計画及び防災マニュアルの見直しが求められる。また、児
童・生徒の防災意識を高めるため、防災教育の充実が必要である。

今後の方向
性・改善策

発達段階や年齢に応じた防災知識をもつための防災教育の一層の充実を継続して図る
とともに、学校の現状に合わせて随時、学校防災計画の見直しを図る。

重点施策 ３

防災意識を高める教育活動を展開します。
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３－２   様々な状況を想定した避難訓練の充実

事業名   「生きる力」の育成事業

学校教育課

成果指標
実際の被災状況を想定した避

難訓練を実施した学校数

目標値 実績値 評　価

8校 8校 A

事業概要
災害時に的確な対応ができるよう、教育活動全体を通して日ごろから児童・生徒・教職

員の防災意識の向上を図る。

取組内容
（計画）

各校における地震・火災・大津波・水害を想定した避難訓練や国・県の取組と連動した
シェイクアウト訓練、防災等伝達訓練を実施する。

また、町内の小・中・幼・保合同の合同引き取り訓練を実施し、校種を超えた防災意識の
向上を図る。

取組状況
（成果）

各学校においては、地震・火災・増水（水害）を想定した避難訓練や、緊急地震速報訓
練、国・県の取組と連動したシェイクアウト訓練等、児童・生徒の実情や学校の状況に応じ
た訓練を実施した。こうした各校の取組には、児童・生徒に事前告知せず実施するなど、実
施時間帯や実施方法に工夫が加えられた。

令和２年度寒川町小・中学校等合同引き取り訓練については、町校長会が中心となり、
町立小・中学校と参加希望保育園・幼稚園が同時刻に訓練を計画していたが、新型コロナ
ウイルス感染症感染拡大防止の観点から、訓練中止を余儀なくされた。

課      題
　　近年、大雨や台風による河川氾濫も多く発生していることから、臨機応変に対応できるよ
う、様々な状況を想定した避難訓練を実施していく必要がある。

今後の方向
性・改善策

どんな状況、場所であっても、適切に身を守る行動がとれるような教育の一層の充実を
図っていく。校種間や地域との幅広く連携した防災訓練、巨大地震等に対する防災計画の
整備及び訓練を行っていく。
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４－１ 学校生活に不安や課題を抱える児童・生徒への相談指導体制の充実

取組状況
（成果）

寒川町相談指導教室が教育相談の中心となるよう、町内の長期欠席児童・生徒の情報
収集と各学校との情報共有を行った。また、訪問相談員や巡回相談員、スクールソーシャル
ワーカーと連携し、通室児童・生徒の実態に合った相談・指導を実施し、安心した通室につ
ながった。

　　※相談指導教室への来室・通室　小学生８名、中学生1５名
　　※相談指導教室への学校訪問　    71件
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 家庭訪問　213件
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　電話相談　948件

事業名    教育相談事業

事業概要    寒川町相談指導教室を核とした不登校児童・生徒に対する相談体制の充実を図る。

取組内容
（計画）

不登校児童・生徒やその保護者の相談のニーズを受け止め、具体的な対応につなげる
ための相談と指導について、相談指導教室を中心に体制を作っていく。

成果指標
児童・生徒や保護者、学校の

ニーズに応じた教育相談の実施

目標値 実績値 評　価

―

課      題
具体的な対応として「つながらない子０（ゼロ）」を目指した相談指導体制の充実ととも

に、長期欠席になる前の気づきや対応の指導が必要である。

今後の方向
性・改善策

密な情報収集及び関係機関との情報共有を徹底し、長期欠席の児童・生徒に対して具
体的な対応をとることができたが、欠席が長期化することがないよう日常的な児童・生徒指
導を行うとともに、町教育相談員との連携を図り、素早く初期対応ができるような体制の整
備を図っていく。

重点施策 ４

支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環

境を整備します。
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―

学校教育課

４－２   児童相談所等の他機関との連携を強化した教育相談の展開

事業名    教育相談事業

事業概要
   多様な支援を必要とする児童・生徒のニーズに応える。
 　支援を必要とする児童・生徒の保護者の支援や教育相談を行う。

取組内容
（計画）

学校が中央児童相談所や県立茅ケ崎養護学校、神奈川県総合教育センター、保健福祉

事務所等と連携することにより、よりよい対応につなげられるよう、情報共有等の連携した
教育相談を行う。

取組状況
（成果）

教育委員会と町福祉部局との協議会を開き、関係機関との情報共有等を行った。また、
児童相談所等との連絡・調整を密にし、学校や保護者のニーズに合わせた対応ができるよ
う、連携体制について協議を行った。

　　※相談件数（電話相談を含む）　延べ3,340件
　　　　主な相談内容　  ・不登校への悩み
　　　　　　　　　　　　　　 　 　・進学、進路、学業の相談
                           　　   ・就学相談
　　　　　　　　　　　　　　　  　・家族関係、友人関係

成果指標
児童・生徒や保護者、学校の

ニーズに応じた教育相談の実施

目標値 実績値 評　価

課      題
具体的な対応が難しい複雑な相談内容に対して、関係機関との連携を図るとともに、町

教育相談員の児童相談所への関わり方について、より一層密度の高い関わりを構築して
いくことが必要である。

今後の方向
性・改善策

町教育相談員が中心となり関係機関との情報共有を行うことができたが、対応の主体と
方向性を関係機関と共有イメージをそろえることによってより良い連携ができる。そのため
の情報共有と役割分担を明確にして対応していく。
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４－３   各学校におけるインクルーシブ教育の推進

事業名    特別支援教育推進事業

学校教育課

成果指標
児童・生徒や保護者、学校の

ニーズに応じたインクルーシブ教
育の実施

目標値 実績値 評　価

―

事業概要
共生社会の実現のため、インクルーシブ教育（すべての子どもができるだけ同じ場で共に

学び共に育つ教育）の啓発を図る。

取組内容

（計画）

障がいのあるなしにかかわらず、全ての子どもにとって伸び伸びと学べる環境の構築に
向けて、児童・生徒の相互理解を促す学びを推進するとともに、教職員による教育活動全
体を通した環境づくりの推進を図る。

取組状況
（成果）

各学校においては、インクルーシブ教育についての理解を深めるため、学級や学年で特
別の教科 道徳や総合的な学習の時間を活用した、人権教育や相互理解について学びを
深める取組があった。また、学校の環境づくりとして、各校でインクルーシブ教育に精通した
教員による教員向け講習等の実施や、教育相談コーディネーターを中心とした校内支援体
制の構築に努める等、近年多様化を極める児童・生徒が抱える教育的課題への対応につ
いて、工夫をしながら実践した。

課      題
近年における子どもたちの多様性を鑑み、 インクルーシブ教育の考えを広め、理解を深

めることを継続しつつ、各学校で全ての子どもたちがわかる授業・教育活動の実践に取り
組んでいく必要がある。

今後の方向
性・改善策

今後も、児童・生徒、保護者の声に耳を傾けつつ、教員の意識向上や教育環境の改善な
ど各学校におけるインクルーシブ教育の実践を図る。
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課      題 　 施設の老朽化が進んでいく箇所について、引き続き計画的な整備・修繕が必要である。

今後の方向
性・改善策

施設の老朽化は今後も進むため、各施設の点検等を定期的に実施し問題が生じないよ
う整備・修繕等により環境整備を図る。

成果指標
   整備・修繕保守対応率
    （対応件数／保守発生件数）

目標値 実績値 評　価

100% 98% A

教育施設給食課

５－１   学校施設の維持保全と整備

取組状況
（成果）

 事業計画にもとづき、工事等を実施した。
 　3校合計で28室（特別教室28室）へｴｱｺﾝを設置し、1室（特別教室1室）のｴｱｺﾝの更新
を行い、特別教室は100％設置となった。町内８小・中学校の普通教室・特別教室において
ｴｱｺﾝ設置率は100％となった。 その他、旭が丘中学校の水飲み場の水質改善を目的とし
た給水配管の更新の実施、小・中学校の消火配管の老朽化に伴う漏水箇所の更新を実施
した。
また、計画に基づき、各学校で生じた不具合箇所について、必要な修繕等を実施した。
    ・予算計上した計画修繕　14件箇所修繕完了（小学校9件、中学校5件）
    ・緊急修繕等　28箇所修繕完了（小学校18件、中学校10件）
　  ・定期点検、保守委託　実施   ・消耗品購入による器具修繕実施
 　整備・修繕保守対応率　98％（50件/51件)

事業名  　小・中学校施設維持管理事業

事業概要
 学校生活における児童・生徒の学習環境の改善を図るため、旭が丘中学校給水配管の更
新及び中学校特別教室へエアコンを設置する。また、修繕、保守等による適切な管理を行
い、安心・安全な学校環境の維持に努める。

取組内容
（計画）

   学校施設の整備（計9件）
・旭が丘中学校北棟・管理棟の給水配管の更新（水飲み場等の水質改善）　1件
・中学校特別教室等空調機設置工事(3校28室のｴｱｺﾝ新設、1室のｴｱｺﾝ更新）6件
・小・中学校消火配管更新工事（旭小学校、寒川中学校）　2件
   また、安心・安全な学校教育を継続するための環境整備の充実を図る。

重点施策 ５

安心・安全な学校生活とよりよい学習環境づくりのた

めに学校教育施設の整備の充実を図ります。
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73% A

課      題

　
学校施設と同様に、給食調理施設も老朽化が進んでおり、調理器具についても長期の使

用により故障頻度が高まっている。
日々の給食提供については、不具合発生時の適切な緊急対応などの維持管理体制の強

化により、安心・安全が保たれているが、より望ましい管理体制としては計画的に予防保全
を図るとともに、早期に中学校での完全給食を実施する必要がある。

今後の方向
性・改善策

現在の維持管理体制により、安心・安全な給食提供は確保できているが、今後さらに進む
施設の老朽化への備えと、中学校においても完全給食を実施するため、令和5年度2学期
から給食センターによる給食提供を目指す。
なお、センター稼働までの間は、引き続き現在の維持管理体制により、安心・安全な給食

提供を図る。

教育施設給食課

５－２    安心・安全な学校給食を継続するための環境整備

事業名 　　－

事業概要 　各小学校の給食調理場の維持管理を実施。

取組内容
（計画）

　給食センター整備事業において、小・中学校合わせた完全給食実施に向けた準備を行っ
ているところだが、センター整備まで現在小学校において実施されている安心・安全な学校
給食が継続できるよう定期的な点検や修繕等を実施。

取組状況
（成果）

現場からの施設、設備の不具合箇所を聴取し緊急修繕を実施。合わせて、調理場の保守
点検を各種実施した。

・調理器具保守点検、調理室清掃、調理室衛生害虫消毒、グリストラップ清掃を実施。
・不具合報告等　３７件
・職員による応急対応等　２７件（うち、緊急修繕　６件）
⇒　修繕保守対応率　27÷37＝約72.9％
未対応としたものの例：一時的な不具合で再発しないもの、使用中止しているもの、経過

観察としたものなど。

成果指標
   修繕保守対応率
    （対応件数／保守依頼件数）

目標値 実績値 評　価

80%
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実績値 評　価

課      題
給食センター整備に向けて概ね設計業務が完了したところではあるが、令和５年の運用

開始までに給食センター内および学校での給食提供に関する運用の検討を行っていく必
要がある。

令和元年９月に策定した「（仮称）寒川町給食センター整備基本構想・計画」にもとづき、
設計業者とともに基本設計および実施設計を行った。

設計内容がより良いものとなるよう、昨年設置した給食センター整備運用検討部会、同
部会のワーキンググループを開催し、設計へ反映した。また、令和５年２学期からの運用開
始に向け、寒川町学校給食研究会の小学校部会、中学校部会の内規を改定し、給食セン
ター方式での運用を検討する新たな組織体制を確立した。

　・給食センター設計業者との事務局全体打合せ　１４回実施
　・給食センター整備運用検討部会　１回実施
　・給食センター整備運用検討部会WG（勉強会）　9回実施

成果指標
給食センター整備基本設計およ
び実施設計の実施

目標値

100% 100% A

今後の方向
性・改善策

令和３年度から神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用し、建設を進めてい
くため実施設計成果を引継ぎ、建設協定を締結した上で整備を進めていく。また、給食セン
ター方式での学校給食の運用等について、現在実施している整備運用検討部会、新たに
組織見直しを行った小・中学校部会にて課題を明確にした上で共有し、町、教育委員会、
学校が検討を重ね、町としての運用方針を定めていく。

教育施設給食課

５－３
   給食センター建設に向けての整備運用検討部会の開催等及び基本
設計・実施設計の実施

事業名  　学校給食センター整備事業

事業概要 　 安全で安定的に提供が行える学校給食センターの整備に向けた取組を進める。

取組内容
（計画）

 　給食センター建設に向けての準備、基本設計及び実施設計の実施、給食センター整備運
用検討部会の開催。

取組状況
（成果）
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課      題

コロナ禍において、家庭内での育児時間が長くなっている保護者に向けて、公民館講座に
参加することによりストレスを和らげる機会を提供できたことは評価できる。参加者アンケー
トでも参加できたことへの感謝の意見が見受けられた。行き場の限られた子育て家庭の受
け皿として、公民館での取組の充実が必要と考える。

今後の方向
性・改善策

親子対象の講座は安定的に参加者がおり、参加者アンケートの満足度は高い。各館で年
間を通じて参加できる機会を増やす。

教育政策課

1-1   子育て家庭を支援するため、子育て、家庭教育についての事業

事業概要
近年の核家族化や都市化により、親族や地域からの子育てへの支援が希薄になっている
社会環境の変化に伴い、地域で親子ふれあいの機会を設けるなど家庭教育を支援する取
組を行う。

事業名 家庭教育支援事業

取組内容
（計画）

家庭教育支援のため、親子のふれあいの時間を創出できるよう講座などを公民館事業と
して開催する。

成果指標  　講座等の参加者の満足度

目標値 実績値 評　価

90% 100% A

取組状況
（成果）

　【町民センター】
　・ママとベビーのふれあい体操／11月20日（金）・30日（月）・全２回／18人参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加率90％）
　・星空観察会／１月開催予定のところ、緊急事態宣言措置期間のため中止

  【南部公民館】
　・親子でクラフト教室①／10月9日（金）・全1回／１0人参加(参加率100％)
                                　②／12月18日（金）・全１回／12人参加（参加率120％）
　・親子リトミック教室／10月18日（日）・24日（土）・2コース各2回／47人参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加率47％）
　・親子で防災気象講座／３月開催予定のところ、緊急事態宣言措置期間のため中止

重点施策 １

現代的・社会的課題についての学習機会を設けます。

社 会 教 育
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担当課

課      題

趣味、教養、健康、青少年向け等の住民のニーズの高い講座と比較して、現代的課題を
テーマとした講座は参加者を得ることが難しい傾向があるが、コロナ禍により公民館講座
の開催数や定員が限られたこともあり、参加者数と満足度は概ね堅調な結果となった。現
代的・地域的課題に関する講座はR2年度の全公民館講座の約20％であり、比率が増え
ることが望ましい。

今後の方向
性・改善策

町民の身近な学びの機会である公民館講座としてニーズの高い講座と現代的・社会的
に必要とされる講座をバランスよく計画し、今後も継続して実施する。参加者の満足度は高
いことから、申込の段階で多くの町民に興味を持ってもらえるように、講座名や開催PRの工
夫、参加しやすい形態を検討して、定員に達する参加者が得られるようにする。

成果指標  　講座等の参加者の満足度

目標値 実績値 評　価

90% 89% A

取組内容
（計画）

人権問題、環境問題、防災対策などの現代的課題や、地域を知る講座などを公民館事
業として開催する。

取組状況
（成果）

《人権・平和・男女共同参画》

　・平和講座／9月20日(日）・全１回・町民センター／22人参加（参加率73％）

　・人権講座／２月開催予定のところ、緊急事態宣言措置期間のため中止

《防災・環境》

　・大人の科学教室／12月6日（日）・全１回・町民センター／27人参加（参加率90％）

　・防災講座／９月18日（金）・19日（土）・全2回・北部公民館／20人参加（参加率100％）

《情報化・生活》

　・新型コロナ感染再拡大にいかに対応すべきか／10月1日（木）・全1回・町民センター／

　　20人参加（参加率67％）

　・大人のパソコン超初心者教室／１０月9日・16日・23日・30日（全て金曜日）・４回２コース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・北部公民館／38人参加（参加率95％）

　・今から学ぶ終活入門講座／9月6日（日）・全1回・南部公民館／7人参加（参加率70％）

《地域を知る》

　・寒川歴史散歩／11月25日（水）・全1回・北部公民館／7人参加（参加率100％）

　・寒川の歴史百科講座／11月21日（土）・全1回・南部公民館／11人参加（参加率110％）

  ・遺跡から見る寒川の歴史講座／１２月15日（火）・全1回・南部公民館／13人参加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加率87％）

1-2
  社会の変化に対応するため、現代的、地域的課題についての学習機
会の充実

事業名    人権教育推進事業・社会教育振興事業

事業概要
社会の急激な変化に伴う様々な課題に自ら対応し、人間性豊かな生活を営むため、現

代的・社会的課題に関する学習機会を提供する。

教育政策課
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担当課 教育政策課

２－１    サークル活性化の支援や学習ニーズに対応した講座の開催

事業名    社会教育振興事業

事業概要
公民館を地域の学びの拠点として、あらゆる世代を対象とした様々な分野の事業を開催

し、文化教養の向上や地域づくりのための学習機会、学習の場、学習成果発表の場等を提
供する。

取組内容
（計画）

新規利用者や現在比較的利用の少ない若年層の利用を増やすための事業を展開して
公民館の活性につなげます。

取組状況
（成果）

《公民館講座実施状況》
　【町民センター】
　　・青少年期　1事業 2回 8人、　　・成人期　17事業 24回 739人
　【北部公民館】
　　・幼児期　1事業4回10人、　　・青少年期　4事業 10回 33人
　　・成人期　10事業 10回 175人、　　・高齢期　３事業 7回 67人
　　・施設開放事業　4事業 57人（9月～12月・3月22日～31日）
　【南部公民館】
　　・幼児期　3事業9回76人、　　・青少年期　5事業 9回 51人
　　・成人期　7事業 8回 61人
　　・施設開放事業  4事業 1,194人（9月～12月・3月22日～31日）

成果指標    講座等の参加者の満足度

目標値 実績値 評　価

90% 92% A

課      題

例年の課題である集客の伸び悩みについて、コロナ禍の影響で講座の開催機会や定員が
減少したことから、申込は概ね好調であった。意欲ある人を地域での学習活動定着やつな
がり形成へ導くためにサークル新設や、既存サークルへの入会を促進していく働きかけが
必要となる。

今後の方向
性・改善策

関心の高いテーマ、魅力を感じるテーマの設定や、連続講座を増やす等、新規来館者の
誘致と、公民館や地域での活動に親しみを持ってもらい、サークル入会や活動につなげる。
既存サークルの協力を得て教室を開催することでサークルの活性を図る。

重点施策 2

公民館を拠点とした地域づくり、仲間づくりにつなが

る学習機会の充実を図ります。
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担当課

　社会教育振興事業

事業概要
地域における町民の学習意欲が多様化している中で、公民館を中心とした町民による主
体的な学習活動を推進するため、各公民館に公民館生涯学習推進員を設置し、講座等の
企画・立案・実施・進行管理をする。

教育政策課

２－2    公民館生涯学習推進員による事業の実施

事業名

課      題

公民館生涯学習推進員の委嘱は２年任期であるが、団体推薦による選出について見直し
の要望があることや、自薦委員の更新継続者の多寡が館により差異がある。町の生涯学
習組織体制や公民館の指定管理者制度導入などの変化もあり、委員構成や任期、事業の
主管などの設定の見直しが必要であると考える。

今後の方向
性・改善策

公民館生涯学習推進員は各館の横断的な取組や交流の機会がなく、活動の状況は各館
独自となっていることから、各館の推進員の交流会を実施する。また、公民館事業は指定管
理者が主管していることもあり、「公民館を中心とした町民の主体的な学習活動の推進」
について、現行制度の見直しを図る。

取組内容
（計画）

町民センター、北部公民館、南部公民館の各館に公民館生涯学習推進員を設置し、定例
会議で検討しながら、講座等の企画・立案・実施をする。

取組状況
（成果）

令和２年度はコロナ禍により、当初計画していた事業の多くが中止となった。
【町民センター】
　・年賀状づくり講座／11月開催・全1回／10人参加（参加率100％）

【北部公民館】
　・防災講座（シニアクラス）／9月開催・全2回／20人参加（参加率100％）
　・カラダと健康～健康と栄養（シニアクラス）／１０月開催・全1回／9人参加（参加率
100％）
　・古典芸能講座／10月開催・全1回／45人参加（参加率90％）
　・あみぐるみ教室／11月開催・全1回／9人参加（参加率90％）
　・ヘルシークッキング（シニアクラス）／11月開催・全1回／9人参加（参加率90％）
　・クリスマスピアノコンサート／12月開催・全1回／52人参加（参加率104％）
　・ちょっと健康タイム／１２月開催・全１回／6人参加（参加率40％）
　・お飾り作り教室／12月開催・全1回／16人参加（参加率107％）

【南部公民館】
　・血液循環促進簡単マッサージ講座／11月開催・全2回／１0人参加(参加率100％)
  ・遺跡から見る寒川の歴史講座／１２月開催・全1回／13人参加（参加率87％）

成果指標    講座等の参加者の満足度

目標値 実績値 評　価

90% 87% A
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担当課

課      題
本に親しむ習慣づくりのため、継続的な読書啓発活動や図書館未利用者への働きかけ

方法について検討する必要がある。

今後の方向
性・改善策

言葉を学び、想像力を豊かにする乳幼児期からの読書習慣の形成は、図書館の重要な
役割であり、将来にわたり大切な事業と捉え、今後もサービス向上に努める。
青少年の利用促進について、5年以上未利用による登録抹消者も多く、15～20歳代へ

向けた周知は弱点であり、働きかけ方法の工夫を図る。

成果指標
　児童書、絵本等の
　年間購入冊数

目標値 実績値 評　価

1,000冊 1,1５２冊 A

事業概要
乳幼児期から本に親しむ習慣を形成するため、また、読書離れがすすむ青少年（ヤング

アダルト）世代の利用拡大を図るため、児童書、絵本、紙芝居等の充実や、ヤングアダルト
向け資料の充実を図る。また、各種事業の開催や環境整備をすすめる。

取組内容
（計画）

　児童・青少年（ヤングアダルト）向け資料購入と利用環境の整備充実
   ①児童・青少年（ヤングアダルト）向け資料購入
   ②児童・青少年（ヤングアダルト）向け事業開催
   ③利用環境の整備充実

取組状況
（成果）

①児童向け資料購入冊数  1,1５２冊
       （内訳：児童書7６６冊、絵本３６１冊、紙芝居２５冊）
   ＊青少年資料購入冊数については、区分が一般向け資料に含まれるため購入冊数不明
②お話し会、おひざにだっこのお話し会、図書館文書館体験ツアー等
③パスファインダー（調べ方説明資料・道しるべ）、お話し会で読んだ本リスト、
　　わらべ歌冊子、子ども用読書通帳、ヤングアダルト向け図書館だよりの発行等

教育政策課

３－１
  子育てや家庭教育、児童やヤングアダルト向け図書の充実と利用環
境の整備

事業名 　児童・青少年（ヤングアダルト）向け資料の充実と利用環境の整備充実

重点施策 ３

多様化する学習要求や社会的変化に対応するため図書

館の資料の整備、充実を図ります。
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担当課

課      題
令和2年度はコロナ禍における休館等利用制限措置が生じたが、今後とも社会情勢や町

民の興味関心など様々な視点から、新鮮で来館者の目を引くような展示事業を展開し、読
書の幅を広げ、新たな発見に繋げるなど図書館の利用拡大を図る必要がある。

今後の方向
性・改善策

図書（資料）の展示による情報提供・情報発信は図書館の重要な事業と捉えており、今後
とも事業を量的・質的に向上させ、利用拡大を図る。

取組内容
（計画）

　１年を通じた様々なテーマの資料展示事業の実施

  　・企画展示、ヤングアダルト（YA）展示、ミニ展示、児童展示、絵本小規模企画展示
　　　CD展示、複合展示（図書、DVD等の複合）、南北分室での展示等。

取組状況
（成果）

　 ・企画展示　　（図書館で世界旅行、みんなの知らない寒川の戦争と平和、等）  5回
   ・ヤングアダルト（YA）展示　　（英語の時間、短編小説＆コミックエッセイ、等） 　７回
　 ・ミニ展示　　（東日本大震災から１０年、本が泣いているよ、ストップ地球温暖化、等）６回
   ・児童展示　（課題図書・神奈川夏のすいせん図書、海外の物語を読んでみよう、等）  ３回
   ・絵本小規模企画展示　　（雨の本・水の本、定番あかちゃん絵本、お化けの本、等）  １７回
   ・CD展示　　（女性アイドル、アニソン、タイムマシーン、ベートーヴェン、わらべ歌、等）  ５回
   ・複合展示（図書とCDやDVD）　　（電車を楽しもう、SDGsとは、御馳走がいっぱい、等）  ６回
   ・南北分室展示　　（２０２０夏の陣～夏休みを攻略せよ～、　おうちで楽しく、等）  １４回
　 ・きらきらウィーク特別展示　　（この本見て作りました、子育て支援の本、等）　１０回
   ・その他の展示事業　　（図書館スタッフがおすすめする本、おうちでおはなし会、等）  ７回

成果指標 　図書館来館者数

目標値 実績値 評　価

310,000人 197,353人 B

３－２
  読書の幅を広げ、新たなる発見につなげるための様々な資料展示や
企画事業の実施

事業名 　様々なテーマの資料展示事業

事業概要
様々なテーマの資料展示事業を実施し、本に関する興味や関心を高め、読書の幅を広

げ、新たな発見につなげ、利用拡大を図る。

教育政策課
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担当課 教育政策課

４－１    企業、団体、学校等と連携した企画展示やイベント等の開催

事業名 　各種団体(学校、役場等を含む)との連携

事業概要
「町民に育てられる施設」との認識のもと、地域団体等と連携しながら事業を実施し、図書

館サービスを広く展開する。

取組内容
（計画）

 地域の様々な企業、団体、学校、サークル等との連携事業の実施
　　　①町立小学校、図書館たんけん
　　　②役場との展示共催事業
　　　③ライブ・イン・ライブラリー（図書館コンサート）
　　　④地域サークル連携講座、発表会
　　　⑤図書館まつり
　　　⑥雑誌スポンサー制度

取組状況
（成果）

　　①一之宮小、小谷小、南小（各校２年生の図書館たんけん）
　　②「障がい者のくらし（福祉課）」、「特定失踪者（町民窓口課）」、
　　　　「ストップ地球温暖化（環境課）」、「パートナーからの暴力（町民窓口課）」、
　　　「自殺防止関連（町民窓口課）」、「映画『星の子』関連（産業振興課）」

　　③、④、⑤は新型コロナウイルス感染拡大防止のため令和2年度実施できず。
　　⑥２社、雑誌4タイトル

成果指標
団体等との連携事業の実施件

数（雑誌スポンサーは協力企業
数）

目標値 実績値 評　価

15件 11件 B

課      題
図書館からの一方的なサービス提供でなく、地域・学校・企業等と双方向で図書館活動

を支えることにより、町民にとって図書館の機能、役割がより向上するものと捉え、連携事業
を展開する必要がある。

今後の方向
性・改善策

持続可能な図書館サービスの維持・向上のため、また、町民にとって必要不可欠な施設と
の認識が生まれ継続されるよう、今後も連携してサービス向上に努める。
施設への愛着を育む取組として、展示事業や講座で作品展示など利用者参加型の内容

や、地域の団体と連携するなど、地域の力を活用を検討する。

重点施策 ４

社会教育の拠点として町民の役に立ち、町民に育てられる図

書館であるため、地域・企業・学校等との連携を深めます。
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担当課

課      題
前方部が現状より南方向へ延びると思われるが、現在墓地となっており調査困難と思わ
れ、どのように把握するか課題である。

今後の方向
性・改善策

有識者や県の担当者と協議の上、今後も必要に応じて計画や調査方法を修正、見直し
をしていく。

成果指標

目標値 実績値 評　価

―

事業概要
文化財の指定や解除、文化財保護のため保存・管理、普及啓発事業、埋蔵文化財保護

事業を実施する。

取組内容
（計画）

「大（応）神塚古墳（寒川町№8遺跡）保存目的のための調査計画」に基づき令和２年
度も保存目的のための確認調査を実施し、大神塚の性格を把握する。

取組状況
（成果）

令和2年度は前方部の調査を実施した。前方部の様相や周溝相当と思われる堀込が確認
され、墳丘の形状がある程度明らかとなった。

　教育政策課

５－１   町指定重要文化財である大（応）神塚の調査研究の実施

事業名  　文化財保護事業

重点施策 ５

郷土の歴史に対する関心を高め、文化財に対する保護

意識の向上を図ります。
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担当課

課      題
屋外に設置されているものであり、経年による文字の劣化は必至なので、今後も継続して
修繕を実施していく必要がある。

今後の方向
性・改善策

小型の説明板で劣化の激しいものについてはほぼ修繕は終了。
今後は大型のものや内容について協議が必要な物件の修繕、また新規に指定等した文化
財への対応を考えていく。

取組内容
（計画）

文化財の普及啓発のため設置している文化財説明板について、経年劣化等で見づらく
なっているものがあるので、順次修繕を実施していく。令和2年度は5箇所修繕予定。

取組状況
（成果）

予定どおり5箇所について修繕を実施した。

成果指標 修繕実施箇所

目標値 実績値 評　価

5箇所 5箇所 A

５－２   文化財説明板修繕の実施

事業名  　文化財保護事業

事業概要
文化財の指定や解除、文化財保護のため保存・管理、普及啓発事業、埋蔵文化財保護

事業を実施する。

教育政策課
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担当課

課      題
各施設の老朽化が進んでいくため、利用者のサービス低下につながらないようにする必

要がある。

今後の方向
性・改善策

令和２年度は計画に基づき町民センター、町立総合図書館において必要な修繕等を実
施したが、町民センターの他の箇所や他の公民館も含め老朽化が進んでいるため、引き続
き公共施設等総合管理計画の状況を踏まえながら必要な修繕等を実施していく。

成果指標    計画修繕、法定点検実施

目標値 実績値 評　価

100% 100% A

事業概要  　各館の快適で安全な学習環境を整えるために必要な修繕等を実施する。

取組内容
（計画）

町民センター屋上屋根修繕(410㎡)、総合図書館消防設備修繕(防煙垂れ壁の修繕、
非常用蓄電池修繕、地下電気高圧線引込部修繕、空調機フィルター修繕)などの実施。

取組状況
（成果）

   計画に基づき、館内で生じた不具合箇所について、必要な修繕等を実施した。

    ・予算計上した計画修繕　6件修繕完了
　　　（町民センター屋上屋根修繕、図書館消防設備修繕等）
    ・緊急修繕として、町民センター空調機修繕、教育研究室空調機修繕を実施

教育施設給食課

６－１   町民センター屋上屋根修繕、総合図書館消防設備修繕などの実施

事業名 　 施設整備事業

重点施策 ６

乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学

習環境を整えるため、社会教育施設の整備等に努めます。
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Ⅲ 学識経験者の意見等 
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令和２年度について 

点検・評価の客観性を高めるため、教育に関し学識経験を有する方々（外部評

価者）から令和２年度についてご意見をいただきました。  

ここからは、そのご意見を項目別にまとめ、掲載しています。 

これらのご意見については、今後の事業実施及び点検・評価の改善に活かしてま

いります。 

 

《令和２年度重点施策について》 

 

【学校教育】 

 

重点施策１ 

「基礎学力の定着を図ると共に、主体的・対話的で深い学びの実現を図ります。」

について 

 

○  小学校の学級編成の標準が、現行の40人（１学年は35人）から35人に段

階的に引き下げられることになったが、国に先んじて１学年から３学年まで35人

以下の学級編成としたことは、個に応じたきめ細かい指導により基礎学力の定

着を図る上で効果が期待できる。少人数学習のための補充教員も引き続き必

要と思われるので、全校に配置できるとよい。  

 

○  少人数学級や少人数学習を活かした授業の進め方が定着してきているよう

なので、取組を継続できるとよい。  

 

○  毎年度末に小中学校の全学年で、町共通の基礎学力定着度確認問題を実

施していることはよいと思う。成果指標として目標値をどのように設定し実績値

をどのように評価するかはともかく、児童・生徒が1年間の学習を振り返り、基

本的な内容を再確認するために積極的に活用するよう指導していただきたい。  

併せて全国学力・学習状況調査の結果について各校がその結果を分析し、

学校全体で活用することで、教育活動の充実・改善を図ることも必要だと思

う。 
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○  様々な制限があった中で、外部講師等の指導を受け授業改善を図ることが

できたことはとてもよかった。 

 

○  公開研究授業や研究協議による授業研究会が例年のように実施できなかっ

たことは残念であるが、外部講師を招聘した講演会や指導主事による指導助

言を踏まえて各校が積極的に授業改善を図っている様子がうかがえる。今後も

教育委員会として重点施策に掲げた目標と具体的な手立てとしての各事業の

ねらいを明確にした上で、各校の取組を支援してほしい。  

 

○  少人数学習は、確かに言葉を見れば個に応じたきめ細かい指導が出来るは

ず・・・と感じるが、成果指標が基礎力定着度確認問題の平均正答率だけとい

うのは、疑問に感じた。 

 

○  少人数だからきめ細かい指導ができるというのは安易な考えではないか。では、

昔の45人学級では、そうではなかったのか。それらを比べるのは難しいことでは

あると思うが、教職員や児童生徒にもテストの点数だけではなく、何かを問いか

けることも必要かなと思う。 

 

○  少人数だからという言葉が、教職員に重荷になっていないかと思う。保護者の

中には、少人数なのに見切れてないじゃないかなどと言う話もないとは言い切れ

ない。そして、時代背景的な部分もあるとは思うが、近年は教職員に様々な負

担がかかっていると聞き、思いつめる教職員もいると聞いたことがある。授業研

究会などで、授業の質を改善していくのは必要なことで、教職員の方々が努力

されていることも承知している。 

しかし、それ以外にも必要なことがあるのではないかなと思う。もちろん保護

者にも必要なことはある。お互いがお互いを尊敬できる関係が築けていけるよう

にしていけることが、子どもの成長を見ていく上で、とても大切なことではないか

と思う。 

 

○  小中学校の英語指導については、英語指導助手を活用した授業づくりが一

層進み、児童・生徒の満足度が高く、学習意欲も向上しているということなので、

令和３年度から全校に常駐配置している外国人指導者と教員の連携を推進

し、様々な活動を通して外国語教育の充実を図っていただきたい。  
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○  外国人指導者が学校に常駐（令和３年度から実施）することにより、休み時

間や給食の時間や部活動等、英語の授業時間以外の場で英語を使ってコミ

ュニケーションができるということはとても恵まれた環境である。このことをもっと

保護者の方々にも知って欲しいと思う。 

 

○  英語教育、並びに外国語活動の充実を図る為に、外国人指導者が各小・中

学校に常駐配置して頂けるようになったことは、日本人教員にとっても助かる部

分が多くあると思う。教育委員会、日本人教員、外国人指導者と連携して更な

る授業の充実に繋げて欲しい。  

 

○  外国人指導者が、休み時間、昼食、部活などにも積極的に参加していると聞

き、保護者としても、頼もしく感じる。英語と聞くと、まだまだ苦手意識を持つ子

どもも多くいる。そこをうまく導いて、楽しく学べる環境を築いて欲しいと思う。 

 

○  「家庭学習の手引き」や「家庭版学校教育だより」などによりeライブラリの活

用を促進したことはよいと思う。今後は、少人数学級に加え、GIGAスクール構

想により配備された1人1台端末の効果的な活用など、学習意欲の向上やつ

まずきの解消、習熟度に応じた学習、さらには社会性・人間性を養う学びといっ

た「個別最適な学びと協働的な学び」の実現に向けた取組が進むことを期待

する。 

 

○  児童・生徒１人１台整備されたタブレットが有効に活用できるとよい。  

 

○  正直、ｅライブラリの活用が出来ているのか疑問である。もちろん上手に活用

している児童生徒はいるとは思うが、まだまだ活用しきれていない部分もあると

思う。せっかくの教材なのだから、何か工夫をし、更なる活用に繋がることで家

庭学習の定着化の一助になるのではないかと思う。 

 

○  ｅライブラリの使用頻度とアクセス数は把握出来ていると聞いたが、具体的な

数字を提示しても良かったのではないか。  

 

○  GIGA スクール構想によりタブレットが整備されたが、休み時間にゲームをし

ていることがあると聞いた。教職員の皆様も管理が大変かと思うが、そのように



41 

 

使うなら必要ないと思う。 

保護者に説明がされていたら申し訳ないが、なぜタブレットが必要なのか、保

護者にもっと丁寧な説明があってもよいのではないかと思う。 

 

 

重点施策２ 

「特別の教科  道徳の時間を要とした教科等の指導を通して、児童・生徒指導の

充実を図ります。」について 

 

○  学校の教育活動全体を通して、生命を尊重する心や自他を大切にする心を

育むことは極めて重要なことなので、自尊感情を高めるとともに他者の意見を

聞くことや協力して取り組むような活動を積極的に取り入れるとよいと思う。  

 

○  道徳については各校の取組が定着してきていると思うので、いい状態を保つ

のは大変だが今後も継続していけるとよい。 

 

○  道徳教育については、「特別の教科  道徳」についての教職員への研修等に

より指導の充実が図られ、命を大切にし自分や仲間を大切にしている児童・生

徒の割合が高かったことは一定の成果であると考えられる。児童・生徒が道徳

的な価値を自分のこととしてとらえ、よく考えて議論することができるような実践

研究をさらに進める必要があると思う。  

 

○  いじめについては、各校がしっかりと現状を把握し、早期発見・早期対応する

ことが重要である。自他を尊重する心を育み、いじめを生まない学級、学校づく

りをすすめるとともに、常に児童・生徒の状況に気を配り、いじめを認知した場

合には速やかに適切な対応ができるよう、教員の共通理解と様々な体制整備

を図っていただきたい。 

 

○  私もアンケート結果を目にすることがあったが、アンケート上は良い数字だと思

う。しかし、アンケートの数字に表れない部分はどうしてもある。そこをどう抽出す

るのか、とても難しいと思うが、皆で連携し合い根気よく務めて欲しいと思う。 
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重点施策３ 

「防災意識を高める教育活動を展開します。」について 

 

○  3-1（「自分の命は自分で守る」をベースにした防災意識を高める指導の充

実）  の成果指標が、目標値が90％とあるのは大いに疑問である。ここは

100％ではなくてはならない事であると思う。児童・生徒・教職員の防災意識

向上を図ることはもちろんだが、保護者とも更に連携して実績値を100％にす

るべきである。 

 

○  告知をしない避難訓練には賛成である。それをしないと本当の災害時に効果

が出ないと思う。できれば、教職員も知らされていない訓練の方がより一層、実

践的と思う。 

 

○  各校でとても工夫された防災教育が行われていることを知り、地域の防災訓

練も防災意識を高められるような工夫がもっとできるのではないかと気づかさ

れた。 

 

○  防災教育は極めて重要であり、地震・火災・大津波を想定した各校における

避難訓練に加え、近年多発している豪雨災害など様々な災害現象に対して、

児童・生徒が自らの命を守るための適切な行動がとれるように、防災意識の向

上を図る必要がある。ＤＩＧ（災害図上訓練）なども有効なのではないか。町内

の小・中・幼・保合同の訓練が中止となったことは残念であるが、非常に良い

取組であると思うので、ぜひ継続していただきたい。  

 

○  合同引き取り訓練は重要な防災訓練だが、それと同時に小学校を卒業した

生徒たちが保護者と一緒に小学校に弟妹を引き取りにいくことにより、小学校

の先生に元気な姿を見せることができる大切な場にもなっているので、状況が

落ち着き再開できることを願っている。  
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重点施策４ 

「支援を必要とする児童・生徒のニーズに応じた教育環境を整備します。」につい

て 

 

○  相談指導教室を中心に相談体制が整備され、各学校との情報共有、相談員

やスクールソーシャルワーカーとの連携を図りながら多くの相談に対応している

様子がうかがえる。今後も児童・生徒や保護者のニーズを受け止め、他機関と

の連携も含めチームとして支援できるよう、組織的な体制を一層整備していた

だきたい。 

 

○  共生社会を実現するためのインクルーシブ教育については、今後も教職員だ

けでなく保護者や地域の理解を図りながら推進する必要があると思う。各学校

においては、校内支援体制の構築に努めることに加え、障がいのあるなしにか

かわらず、すべての子どもたちがわかる授業づくりや安心して学校生活をおくる

ことができる環境整備に努めることが、インクルーシブ教育の推進につながると

思う。 

 

○  インクルーシブ教育を含めこの部分はとてもデリケートな事だと感じる。教職員

や保護者にとって些細な事でも、児童生徒にとってはとても大きな事に感じ、不

安や不登校に繋がる。一度そうなるとなかなか紐を解くのは難しい。だが、紐を

解いてみると、案外に些細なことだったりもする。色んなケースを見聞きするが、

正解を探すのは難しい。特に担任にしてみれば、その子だけに多くの時間は使う

ことができない。少人数制なのにどうなんだということにも取られてしまう事にも

繋がる。インクルーシブ教育も含め、地域社会全体で取り組むべきことなのかも

しれない。 

 

 

重点施策５ 

「安心・安全な学校生活とよりよい学習環境づくりのために学校教育施設の整備

の充実を図ります。」について 

 

○  学校教育設備の充実については、最優先で実施できるように十分な予算の

確保をお願いしたい。  
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○  小中学校の普通教室・特別教室へのエアコン設置率100％を達成できたこ

とは喜ばしい。また、計画的に必要な修繕等を実施し、学校教育施設の整備が

図られている。今後も、危険個所の修繕等を最優先で行いながら、老朽化への

対応を計画的に実施し、安心・安全な学校環境の整備を図っていただきたい。  

 

○  給食センター建設に向けて着実に取組が進んでおり、検討部会やワーキング

グループによる勉強会も実施されている。今後は、各校での運用に向けて課題

を明確にし、丁寧に検討を重ねて、令和５年度の給食提供開始に備えていただ

きたい。 

 

○  学校施設の老朽化は周知のことである。エアコン設置やトイレの改修も大切

なことではあるが、児童生徒の安全を第一に考え、必要なことは迅速に対応し

て欲しい。 

 

○  給食センター整備事業については、学校施設・給食調理施設の現状、また、

社会全体を見渡せば必要なことであるかもしれないが、数年後・数十年後、

「自校方式の方が良かった」「お弁当の方が良かった」と言われないような事

業展開になることを切に願う。 

 

 

【社会教育】 

 

重点施策１ 

「現代的・社会的課題についての学習機会を設けます。」について 

 

○  感染症対策を徹底した施設の使用方法に関するルールを確立し、講座等を再

開し参加者の満足感を得られとてもよかった。 

 

○  コロナ禍で開催が制限される中、家庭教育支援、人権・平和、防災・環境、情

報化・生活、地域を知るなど、様々なテーマで講座や教室を開いており、参加者

の満足度も高い。参加率も全体としては定員の８割を超えており、町民の身近な

学びの機会を提供する場として十分に評価できる。今後も町民のニーズに応え

られるような講座を開催し、広く町民にＰＲできるとよい。 
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○  核家族化が進む中、孤独になりやすい子育て世代にとって、様々な家庭教育支

援事業はとてもありがたいと感じている人もたくさんいると思う。また、現代的・地

域的課題の学習機会の提供も必要であると感じる。ただ、興味のある方や、必

要な方が参加するので、当然のことながら満足度・実績値は高くなると思う。事

業なので、どうしても成果指標を出さなければならないとは思うが、別の出し方が

あっても良いのではないかと感じた。  

 

 

重点施策２ 

「公民館を拠点とした地域づくり、仲間づくりにつながる学習機会の充実を図りま

す。」について 

 

○  高校生、大学生、忙しい世代の社会人が公民館に足を運ぶ時間がとれないの

は仕方ないことだと思う。小学生以下の時に講座に参加して楽しかった思い出

があれば、時間ができたときにまた参加することが期待でき、将来の利用数アッ

プにつながると思う。 

 

○  若年層の利用促進や生涯学習推進員による企画・立案など、多様化する町

民のニーズに応える講座や、数多くのサークル活動により仲間づくりにつながる

機会が提供されていると思う。今後はより広く町内の交流を図り、サークルをは

じめ町民の主体的な活動を促進していただきたい。  

 

 

重点施策３ 

「多様化する学習要求や社会的変化に対応するため図書館の資料の整備、充実

を図ります。」について 

 

○  コロナ禍による来館者の減少はやむを得ず、年間を通して様々なテーマの展

示事業を数多く実施し、来館者の本に関する興味・関心を高めたことは評価で

きる。児童・青少年（ヤングアダルト）向けの資料も目標冊数以上に整備できた

ことはよいと思う。乳幼児期からの読書習慣の形成は重要なので、引き続き資

料や利用環境の整備充実を図っていただきたい。また、大人の「学び直し」につ

いてもニーズがあると思われるので、親子あるいは親子３代で訪れることができ

る魅力ある図書館として、町民のニーズを把握しながらサービスの向上を図っ
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ていただきたい。 

 

○  利用者数の把握について、オンラインでの利用や参加があるのであれば、そち

らの参加数等も加味してよいのではないか。  

 

○  図書館の学習室で大学のオンライン授業を受け、そこで必要となる文献を探

し課題に取り組む大学生がいると聞いた。来館数が減少したのは残念なことか

もしれないが、人数は少なくても図書館で有意義な時間を過ごす人がいるとい

うことはとても重要なことだと思う。 

 

 

重点施策４ 

「社会教育の拠点として町民の役に立ち、町民に育てられる図書館であるため、地

域・企業・学校等との連携を深めます。」について 

 

○  色々な制限がある中で、感染症対策をとりながらできるイベントを実施できた

のはとてもよかった。  

 

○  地域・企業・学校等と連携した企画やイベント等は、図書館のサービス機能を

向上させ、町民の図書館への愛着を育む上で非常によい取組だと思う。継続

的な連携団体を少しずつ増やし、図書館を核とした連携事業が推進されること

を期待する。 

 

○  指定管理者制度で運営している公民館や図書館が、様々な工夫をしながら

事業を展開していることは、言葉は悪いが当然と言ってしまえばそれまでだが、

町民としてありがたいことだと思う。 

また、様々な期待される運営もあると思うが、災害時などにも活用できるよう

に運営に工夫をして頂けると心強いと思う。 

 

 

 

 

 

 



47 

 

重点施策５ 

「郷土の歴史に対する関心を高め文化財に対する保護意識の向上を図ります。」

について 

 

○  貴重な文化財を保護し次世代に継承していくことは重要な事業なので、適切

に調査研究を継続してほしい。  

 

○  郷土の歴史に対する関心や文化財の保護意識を高めるための啓発活動に

ついて、説明板の修繕・整備等に加え、小中学校への働きかけや地域の学習

機会としての講座・巡検の実施など、積極的に情報発信するとよいのではない

か。 

 

○  寒川町の文化財は、歴史的に見ても実は大変貴重なものもたくさんあると聞

く。多くの町民にそのことを知って頂き、理解して頂き、町全体で次世代に繋い

でいけると良いと思う。 

 

 

重点施策６ 

「乳幼児から高齢者までの学びの拠点として、快適で安全な学習環境を整えるた

め、社会教育施設の整備等に努めます。」について  

 

○  学びの拠点としての社会教育施設の整備が計画的に実施されている。今後

も安全で快適な環境の整備に努めていただきたい。  

 

 

【その他・全般】 

 

○  重点施策における各事業の目標値と実績値の数値化による評価基準の設

定について、各事業の本来の目的を考えるとき果たして適切な指標であるのか、

また目標値として適切な値であるのかという点で疑問を感じる部分がある。点

検・評価の表し方として、評価基準に基づくＡ、Ｂ、Ｃのような評価はしなくてもよ

いのではないか。様々な指標については取組状況（成果）の中に記載し、それら

を踏まえて課題や今後の方向性・改善策を整理することでよいと思う。  
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○  事業評価に活用するために一部の学校から抽出して児童・生徒にアンケート

を実施することは、町全体の取組の成果指標としては信頼度が低いように感じ

る。実施するのであれば、その目的を明確にした上で全員または特定の学年で

行い、その結果を町全体で集計して項目ごとに分析し、各校にフィードバックす

ることが大切だと思う。実施時期や方法については、例えば、全国学力・学習状

況調査に合わせて、町独自に調査項目を追加して実施するなど、できるだけ効

率化するとよいのではないか。  

 

○  外部評価者として会議と書類だけで判断をすることは大変困難なことと感じ

る。今後もこのようなことが行われると思うが、可能であれば保護者は数人のチ

ームとして関わってもよいのではないかと思う。 

 

○  寒川町教育振興基本計画（改定版）後期実施計画には、平成30年度から

令和２年度までの各事業の予算が記載されているが、実施計画における点

検・評価対象事業の位置づけや予算額がわかるように、資料として体系図等

をつけるとよいのではないか。  
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資料編 

 

 

 教育委員会会議及び 

  教育委員の活動(報告) 
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１ 令和２年度教育委員会会議の開催状況 

 

   教育委員会の会議は毎月原則 20日に開催される定例会と必要に応じ開催され 

る臨時会があり、次のとおり開催し審議等を行いました。 

 

（令和２年 4月～令和３年 3月） 

開 催 日 区 分 議  事  等 

（令和２年） 

 

4月 20日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月）

について 

協 議１令和２年度教育委員会委員の活動について 

その他１（仮称）寒川町学校給食センター整備の進捗

について（報告） 

５月 1日 
第 1回 

臨時会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（５月追

加）について 

 

 

 

5月 20日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（６月）

について 

   ２令和３年度使用小学校・中学校教科用図書採

択方針について 

協 議１寒川町立学校による授業目的公衆送信に関す

る指針について 

その他１（仮称）寒川町学校給食センター整備の進捗

について（報告） 

６月 1５日 
第２回 

臨時会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（６月追

加）について 

   ２令和２年度 寒川町立小・中学校における夏

季休業日について 
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開 催 日 区 分 議  事  等 

6月 2２日 定例会 

議 案 案件なし 

協 議１教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について 

その他１（仮称）寒川町学校給食センター整備の進捗

について（報告） 

２寒川町小中学校施設維持管理手法検討の進捗

状況について（報告） 

３学校再開に伴う給食提供について（報告） 

7月２０日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（７月）

について 

   ２教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価の結果報告書について 

協 議１第２次寒川町スポーツ推進計画について 

その他１（仮称）寒川町学校給食センター整備の進捗

について（報告） 

７月３１日 
第３回 

臨時会 

議 案１令和３年度使用小学校・中学校教科用図書の

採択について 

8月 20日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（9月） 

    について 

協 議 案件なし 

その他１（仮称）寒川町学校給食センター整備の進捗

について（報告） 

   ２寒川町小中学校施設維持管理手法検討の進捗

状況について（報告） 

  9月１８日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（９月追

加）について 

   ２教育財産の取得の申出について 

協 議 案件なし 

その他１寒川町小中学校施設維持管理手法検討の進捗

状況について（報告） 
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開 催 日 区 分 議  事  等 

10月２０日 定例会 

議 案１令和３年度（令和２年度末）寒川町立小中学

校県費負担教職員の人事異動基本方針につい

て 

協 議 案件なし 

その他１教育財産の取得について（報告） 

   ２学校給食への牛肉使用の再開について（報告） 

11月 20日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町一般会計補正予算（12月）

について 

協 議１案件なし 

その他１町指定重要文化財の新規指定について（報告） 

   ２工事等執行状況について（報告） 

12月２1日 定例会 

議 案１令和２年度寒川町教育委員会表彰被表彰者に

ついて 

協 議 案件なし 

その他 案件なし 

（令和３年） 

1月 20日 定例会 

議 案 案件なし 

協 議 案件なし 

その他 案件なし 

2月１９日 定例会 

議 案１寒川町教育委員会事務局の組織等に関する規

則の一部改正について 

   ２寒川町立学校の教育職員の業務量の管理に関

する規則の制定について 

   ３教育財産の取得の申出について 

   ４令和 2年度寒川町一般会計補正予算（3月）

について 

   ５令和 3年度寒川町一般会計予算（教育に関す

る部分）について 

協 議 案件なし 

その他１（仮称）寒川学校給食センター整備に係る協

定について（報告） 
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開 催 日 区 分 議  事  等 

3月 19日 定例会 

議 案１令和 2年度寒川町一般会計補正予算（3月追

加）について 

２県費負担教職員管理職の任免の内申について 

協 議１令和３年度重点施策について 

２令和３年度の教育委員会委員の活動について 

その他１文教施設における多様な PPP/PFIの先導的

開発事業について（報告） 

毎月の定例会終了後に、教育委員会報告として教育委員及び事務局職員より 

前回以降の活動状況や翌月定例会までの予定等の報告及び意見交換を行ってい 

ます。 
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２ 教育委員の活動 

 

教育委員は、定例会以外に小・中学校への学校訪問や各種教育委員会主催行事、 

研修会等に参加しており、活動は次のとおりです。 

 

（令和２年 4月～令和３年 3月まで） 

活 動 日 内        容 

4月 1日           

13日 

教育委員会辞令交付式 

神奈川県市町村教育委員会連合会第 1回役員会・総会（厚木市） 

 5月 26日 第 1回教科用図書採択検討委員会 

7月 15日 第２回教科用図書採択検討委員会 

 8月 19日 2年次教諭との意見交換会 

11月 20日 町長へ令和 3年度教育関係当初予算の要望 

2月 19日 教育委員会第 2回調査研究会「令和 3年度寒川町一般会計予算

（教育に関する部分）について」 

視察 GIGAスクール（寒川小学校） 

3月 14日 

31日 

成人式 

辞令交付式 

 

上記のほかに、次の審議会等に教育委員会を代表して委員が出席しています。 

  

・寒川町総合計画審議会 

 ・寒川町民生委員推薦会 

 ・寒川町青少年問題協議会 

 ・寒川町まちづくり推進会議 

 ・さむかわ男女共同参画プラン推進協議会 
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